
平成 30年 12月 19日 

報道機関各位 

山形市市民活動支援センター 

 

山形市市民活動支援センターからのお知らせ 
（平成３０年１２月度 定例プレスリリース） 

 

日頃より、山形市の市民活動にご理解・ご協力をいただき、心より御礼申し上げます。 

当センターでは、報道関係者の皆様に、ＮＰＯ・市民活動に関わる取り組みと、当センターからのお知

らせを広くお伝えすべく、定期的にプレスリリースを行っております。 

今月ご案内する下記の内容について、ご不明な点などございましたら当センターへお問い合わせ下さい。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

■「学生取材ボランティア」の活動と募集について 

当センターでは、学生とＮＰＯ・市民活動との接点づくりを目的に「取材ボランティア」を募集してい

ます。主に山形市内で、ＮＰＯ法人や市民活動団体の活動の現場に出向いての訪問取材を行い、インタビ

ューをした後に取材文を作成して頂いております。 

今年７月に募集を開始してから、山形大学３年生の学生１名から応募がありました。当センターとして

は初めての受け入れで、今日までに２回の取材活動を行いました。取材記事は当センターのウェブサイト

と情報紙に掲載しております。 

引き続き、当センターでは取材ボランティアを募集しています。 

【日時】応相談（土・日が多く予想されます／１回の取材につき２時間程度が目安です） 

 【場所】主に山形市内で活動している団体に伺います 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

■「休眠預金等活用法」の進捗について 

今年１月に施行されたこの法律は、１０年以上お金の出し入れがなく、金融機関との取引がない状態に

ある「休眠預金」を民間公益団体の活動に役立てようというものです。主に３つの分野に活用するとされ

ています。この休眠預金は毎年およそ７００億円が発生していると言われており、各金融機関では預金者

に対して、忘れている預金がないかの確認を促しています。 

この忘れ去られた預金は、預金保険機構を介して内閣府が指定する指定活用団体（年内中に決定）に交

付され、来年の秋頃には指定活用団体から資金分配団体への助成・貸付が始まる見込みです。実際に活動

する現場の団体には、その資金分配団体を介して助成・貸付・出資等が行われることになります。 

この制度の運用にあたっては、活動の成果を可視化することと、現場で活動する団体への非金銭的な支

援を伴走型で行うことが必要なため、しっかりとした仕組みづくりが求められています。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

●ＮＰＯ・市民活動に関することで何かございましたら、当センターの窓口にお越しください。 

山形市市民活動支援センター 

〒990-8580 山形市城南町一丁目 1－1 霞城セントラル 22 階 

電話：023-647-2260  FAX：023-647-2261  URL https://www.yamagata-npo.jp/  開館時間／9:30～22:00   

休館日／月曜日、祝日、月曜日が祝日のときは月曜日とその翌日、年末年始 （指定管理者：ＮＰＯ法人山形の公益活動を応援する会・アミル） 


